
［標準様式例６－２］

変更契約年月日

契約業者名

契約業者の住所

工事の名称

工事場所

工事種別

工期（自）

工期（至）

変更前の契約金額

変更金額 ＋ ３１,１３０,０００円（税込み）

変更後の契約金額

（第２回）契約変更の内容

工事概要

（変更した内容について記
述する）

東亜道路工業（株）　関東支社

令和７年３月１２日

令和５年１０月１日

アスファルト鋪装工事

 自）埼玉県鴻巣市北新宿　　至）埼玉県熊谷市太井

Ｒ５国道１７号行田熊谷電線共同溝工事

東京都港区六本木七丁目３番７号

令和７年６月３０日

２６０,２６０,０００円（税込み）

２９１,３９０,０００円（税込み）

電線共同溝工　一式
　管路部　約６２０ｍ、特殊部　１８基
舗装工　一式
　車道舗装　約４１０ｍ２、歩道舗装　約５７０ｍ２
情報ボックス工　一式
　光ケーブル敷設工　約１３４０ｍ、
　光ケーブル撤去工　約１４３０ｍ
防護柵工　一式
　防護柵工　約１００ｍ
防水構造物工　一式
　拝趨構造物工　約８０ｍ、街渠桝　７箇所



変更理由

１．仮設工
　現地精査の結果、土留・仮締切工を変更する。
２．先行破砕工
　現地精査の結果、舗装版破砕工を増工する。
３．舗装版撤去工
　現地精査の結果、舗装版破砕工を減工する。
４．開削土工
　現地精査の結果、埋戻し工を増工する。また、掘削工、残土
処理工を減工する。
５．電線共同溝工
　協議の結果、管路工（管路部）、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工（特殊部）
を増工する。
６．舗装工
　現地精査の結果、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道部日々復旧、支道部
日々復旧、歩道部一般仮復旧、ﾌﾞﾛｯｸ舗装工、歩道乗入部（３）
仮復旧、歩道乗入部（４）仮復旧、舗装打替え工）を増工す
る。また、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道乗入部（１）仮復旧、歩道乗入
部（２）仮復旧）を減工する。
７．排水構造物工
　現地精査の結果、作業土工、側溝工を増工する。
８．縁石工
　現地精査の結果、作業土工、縁石工を増工する。
９．道路付属施設工
　協議の結果、道路付属物工を追加増工する。
１０．構造物撤去工
　現地精査の結果、構造物取壊し工、運搬処理工、情報ﾎﾞｯｸｽ撤
去工を増工する。
１１．区画線工
　協議の結果、区画線工を増工する。
１２．先行破砕工
　現地精査の結果、舗装版破砕工を減工する。
１３．舗装工
　現地精査の結果、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道部一般仮復旧、歩道乗
入部（３）仮復旧）を増工する。また、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道部
日々復旧、歩道乗入部（１）仮復旧、舗装打換え工）を減工す
る。
１４．排水構造物工
　現地精査の結果、作業土工、側溝工、管渠工、集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ
工を減工する。
１５．縁石工
　現地精査の結果、作業土工を増工する。また、縁石工を減工
する。
１６．防護柵工
　現地精査の結果、路肩防護柵工を減工する。
１７．構造物撤去工
　現地精査の結果、作業土工、防護柵撤去工、運搬処理工を増
工する。また、構造物取壊し工を減工する。
１８．共通仮設費
　協議の結果、試掘調査費、借地料、BIM・CIM、遠隔臨場、快
適トイレを増工する。
１９．工　期
　上記の理由により、工期を９１日間延長し、令和７年６月３
０日までとする。



［標準様式例６－２］

変更契約年月日

契約業者名

契約業者の住所

工事の名称

工事場所

工事種別

工期（自）

工期（至）

変更前の契約金額

変更金額 ＋ ８７,８９０,０００円（税込み）

変更後の契約金額

令和７年７月１１日

２９１,３９０,０００円（税込み）

３７９,２８０,０００円（税込み）

電線共同溝工　一式
　管路部　約６２０ｍ、特殊部　１８基
舗装工　一式
　車道舗装　約４１０ｍ２、歩道舗装　約５７０ｍ２
情報ボックス工　一式
　光ケーブル敷設工　約１３４０ｍ、光ケーブル撤去工　約１４３０
ｍ
防護柵工　一式
　防護柵工　約１００ｍ
防水構造物工　一式
　拝趨構造物工　約８０ｍ、街渠桝　７箇所

（第３回）契約変更の内容

工事概要

（変更した内容について記
述する）

東亜道路工業（株）　関東支社

令和７年６月２６日

令和５年１０月１日

アスファルト鋪装工事

自）埼玉県鴻巣市北新宿　　 至）埼玉県熊谷市太井

Ｒ５国道１７号行田熊谷電線共同溝工事

東京都港区六本木七丁目３番７号



変更理由

１．仮設工
・交通管理者と協議の結果、当初発注と実際の現地状況（支道の有無、交差点、歩行
者誘導等）に相違があり、交通誘導警備員が必要となったため、交通管理工を変更す
る。
２．先行破砕工
・現地精査の結果、施工面積が増加したため、舗装版破砕工を増工する。
３．舗装版撤去工
・現地精査の結果、施工面積が増加したため、舗装版破砕工を増工する。
４．開削土工
・現地精査の結果、掘削土量が増加したため、掘削工、埋戻し工及び、それに伴う残
土処理工を増工する。
５．電線共同溝工
・現地精査の結果、門井橋の上越し部分で、埋設管路の土被りが確保できないことが
判明し、管路防護の規格が変更となり、防護鉄板の規格変更、防護コンクリート、
タックコート（ゴム入り）を追加したため管路工（管路部）を増工する。
・協議の結果、特殊部にシリンダー錠や表示板の設置が必要とされたため、プレキャ
ストボックス工（特殊部）を増工する。
６．情報ボックス工
・現地精査の結果、光ケーブル接続や既設情報ボックスへの接続管路の追加が必要な
ことが判明したため、光ケーブル敷設工および、管路工（管路部）を増工する。
７．舗装工
・現地精査の結果、施工面積が増加したため、アスファルト舗装工（車道部）、舗装
打換え工を増工する。
・現地精査の結果、門井橋の上越し部で埋設管路の土被りが確保できないことが判明
し、配管の変更と舗装面のかさ上げが必要となった。
　これに伴い、路面切削工、ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ工、ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工、舗装打換え工（歩道部）仮舗装
工を追加する。
８．排水構造物工
・現地精査の結果、L側溝の撤去・復旧範囲が減少し、それに伴う土工も減少したた
め、作業土工および側溝工を減工する。
・現地精査の結果、排水構造物の敷設替えが必要となったため、作業土工、側溝工、
管渠工、集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工を増工し、張りｺﾝｸﾘｰﾄ工を追加する。
９．縁石工
・現地精査の結果、植樹ﾌﾞﾛｯｸの撤去・復旧が一部不要となったため、縁石工を減工
する。
・現地精査の結果、縁石の敷設替えが必要になったため、作業土工、縁石工を増工す
る。
１０．防護柵工
・現地精査の結果、ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟや横断防止柵の撤去・復旧が不要と判明したため、路
側防護柵工、防止柵工を減工する。
１１．構造物撤去工
・現地精査の結果、舗装版切断や舗装版破砕が一部不要となったため、構造物取壊し
工および運搬処理工を減工する。
・現地精査の結果、既設側溝の端部切断が必要なことが判明したため、排水構造物撤
去工および構造物取壊し工を増工する。
１２．交通安全施設工
・警察協議の結果、信号柱の設置や配線、既設信号柱・感知器への立上管の配管が必
要とされたため、信号柱設置工、配線工、配管工を追加する。
・現地精査の結果、溶融式区画線の延長が増加したため、区画線工を増工する。
１３．道路照明施設工
・協議の結果、道路照明機器の取り換えが不要となったため、道路照明設備撤去工お
よび道路照明設備設置工を減工する。
１４．排水構造物工
・現地精査の結果、作業土工、側溝工、管渠工、集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工を減工する。
１５．共通仮設費
・ 現地精査の結果、水路上越部図面修正、全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録、業務委
託料を増工する。
１６．工期
・上記の理由により、工期を１１日間延長し、令和７年７月１１日までとする。


